
社会福祉法人南部町社会福祉協議会  

物品・用具貸出規程 

 

（目 的） 

第１条 南部町社会福祉協議会（以下「本会」という。）所有の物品・用具の貸出を行うことにより、

地域住民の交流を図り、地域の福祉活動の活性化を目的とする。また車椅子の貸出については利用者

やその家族が安心した在宅生活を営むことができることを目的とする。 

（貸出物品・用具の種類） 

第２条 貸出物品・用具の種類は次の各号に定めるものとする。 

（1）本会が所有するまたは本会管理下におけるレクリエーション関連物品（別紙） 

（2）車椅子 

（3）その他本会が所有する用具・機材で会長が特に必要と認めた物 

（貸出の対象） 

第３条 貸出の対象は、原則として南部町内で活動する団体および機関、集落等とする。ただし、車椅

子については、南部町に住所のある本会の会員で次の各号に掲げる者とする。 

（1）介護保険等公的サービスにおける福祉用具貸与を受けることが困難な者 

（2）公的サービス利用対象外の者 

（3）その他会長が特に必要と認めた者 

（貸出の期間） 

第４条 貸出の期間は、次の各号に定めるところによる。 

（1） 別紙の貸出期間は原則５日以内とする。 

（2） 車椅子の貸出期間は原則６か月以内とする。 

（3） その他会長が特に必要と認めた用具・機材等は会長がこれを定める。 

（利用料） 

第５条 利用料は次の各号に定めるとおりとする。 

（1）別紙の物品およびその他の用具・機材は原則無料 

（2）車椅子の利用料は、1ヶ月に満たない場合は無料、１ヶ月以上６か月間が満了するときまで、全

期間を通じて２，０００円とする。 

（申請） 

第６条 物品・用具の貸出を希望する団体は、貸出申し込みを事前に行い、様式１に定める物品貸出申

請書を会長宛に提出しなければならない。車椅子を借受けようとする者は、様式２に定める車椅子貸

出申請書を会長宛に提出しなければならない。 

（貸出） 

第７条 会長は貸出申請書の提出を受けた時は、直ちに審査し貸出の可否を決定しなければならない。 

  また貸出は申請書の受付順に行うものとする。 

（返還） 

第８条 借受団体等は貸出期間の終了までに返還しなければならない。また車椅子の使用の必要性が終

了した場合には、定められた利用料を速やかに支払うとともに、返還するものとする。 

（貸出許可の取消） 

第９条 会長は次の各号に該当すると認めたときは、その貸出許可を取消すことができる。 

（1）利用の目的が変更されたとき。 

（2）貸出申請を行った際の利用対象者が、別世帯の第三者に貸出を受けた車椅子を日常的に使用せ

しめたとき。 

（3）この規程に違反し、又は会長の指示に従わないとき。 

（損害賠償） 



第１０条 借受人は、用具を汚損、破損又は滅失した場合は、理由を付して直ちに会長に届け出なけれ

ばならない。この場合において、借受人は、会長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。 

附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 この規程は、令和６年３月５日から施行する。 


